
◆高齢者虐待の現状◆
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養護者による虐待の認知状況(全国)

(１)相談・通報受付件数

全国的な相談・通報件数は
増加傾向にある。
平成29年度相談分は
30,000件を超えている。

※平成29年度「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する
法律」に基づく対応状況等に関する調査
結果(厚労省)に基づき作成
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　 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 　

相談・通報受付件数 25,310 25,791 26,688 27,940 30,040 　
虐待認定件数 15,731 15,739 15,976 16,384 17,078 　

2

単位(件)



養護者による虐待の認知状況(宮崎市)
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(2)相談・通報受付件数

例年５０件程度の通報・相
談を受付けている。

平成３０年は３９件の通報・
相談があり、「虐待を受け
た又は受けたと思われたと
判断した事例」が２８件と
なっている。
(H３０.４.１～H３１.３.３１受付け分)
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養護者による虐待状況(宮崎市)

　「福祉関係者」からの通報が４６％と半数近
くを占めている。

次いで「家族」や「近隣住民・民生委員」など、
本人に近い方からの通報が多い。

⇒虐待の発見には福祉関係者の目が不可
欠である

(ア)虐待を受けた又は受けたと思われたと判
断した事例７２％、

(イ)虐待でないと判断した事例１３％

(ウ)虐待の事実が確認できなかった事例

　１５％ 4

福祉関係者, 
46%

家族, 21%

本人, 5%

近隣住民民

生委員, 13%

医療関係

者, 5%
警察, 8% 不明, 2%

(３)相談者内訳

ア, 72%

イ, 13%

ウ, 15%
(４)事実確認の結果



養護者による虐待状況(宮崎市)

○虐待種別毎の割合は

身体的虐待　１６件　介護等放棄　１１件

心理的虐待　  ６件  経済的虐待　１３件

性的虐待の認知はなし。

⇒虐待の種別に優意性がない。

⇒一事案に複数の要因が絡む事が多い。

　(身体と経済的虐待など)

(５)虐待種別

14% 7% 75% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未申請 申請中 認定済み 認定非該当

(６)被虐待者の介護サービス利用状況

○被虐待者が介護サービスと繋がっている
割合は申請中を含め、82％となっている。

・介護負担増⇒虐待へと繋がる。

・サービス利用してないことにより、発見でき
ていない。といった可能性が考えられる。
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10% 10% 27% 27%

3%

10% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫 妻 息子 娘 義息子・義娘 兄弟姉妹 その他

7% 25% 32% 21%

4%

4%7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独世帯 夫婦のみ世帯 子(独身)と同居

子夫婦と同居 その他親族と同居 非家族と同居

養護者による虐待状況(宮崎市)

○家族形態の割合は

単独世帯7%、同居人が居る世帯93％

虐待者が必ずしも同居人によるわけで
はない。

⇒被虐待者に最も近い立場の人達が
虐待行為を行っている場合が多い。

(８)家族形態

(７)虐待者属性　(被虐待者から見た続柄)

○虐待者の属性は

配偶者 20% （夫10%　妻10%）

子　54%（息子27%　娘27%）
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対応状況

対応時点で分離状態

世帯分離対応

契約によるサービス利用

医療機関への一時入院

医療・介護を利用しない別
の住居の利用

虐待者を高齢者から分離
(転居等)

その他

世帯分離を行わな
かった

養護者への助言指導

介護サービス内容の見直し

経過観察・他

養護者による虐待の対応状況(宮崎市)
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1事案に複数対応あり

(※他養護者宅への転居など)

(９)対応状況
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施設従事者による虐待の認知状況(全国)

(１)相談・通報受付件数

全国的な相談・通報件数は
増加傾向にある。
平成29年度相談分は2,000
件に迫っている。

※平成29年度「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する
法律」に基づく対応状況等に関する調査
結果(厚労省)に基づき作成

　 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 　

相談・通報受付件数 962 1,120 1,640 1,723 1,898 　

虐待認定件数 221 300 408 452 510 　
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施設従事者による虐待の認知状況(宮崎市)
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(１)相談・通報受付件数

平成３０年度は５件の通
報・相談があり、「虐待を受
けた又は受けたと思われた
と判断した事例」が２件と
なっている。
(H３０.４.１～H３１.３.３１受付け分)
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養介護施設従事者による虐待状況(宮崎市)

　

(2)相談者の内訳

(3)事実確認

　 家族
親族

当該施設
職員

当該施設
元職員

介護支援
専門員

合計

件数 1 1 1 2 5

事実が認められ
た(疑いも含む)

事実が認めら
れなかった

判断に至らな
かった

合計

件数 2 1 2 5

〔認められた虐待の種別〕
身体的虐待1件　心理的虐待1件　介護等放棄1件
一事案につき、複数の虐待種別の認定あり。
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養介護施設従事者による虐待状況(宮崎市)

　
　 大項目 小項目 件数 　

　
運営法人（経営層）
の課題

経営層の倫理観・理念の欠如 1　　　　　

　 経営層の虐待や身体拘束に関する知識不足 1 　

　 経営層の現場の実態の理解不足 1 　

　 組織運営上の課題 職員の指導管理体制が不十分 1 　

　

虐待を行った職員

の課題

職員の倫理観・理念の欠如 2 　

　
職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知
識・意識の不足

2 　

　 職員のストレス・感情コントロール 1 　

　 職員の性格や資質の問題 1 　

　

被虐待高齢者の状況

介護に手が掛かる、排泄や呼び出しが頻回 1 　

　 認知症によるBPSD（行動・心理症状）がある 1 　

　 職員に暴力・暴言を行う 1 　

　 他の利用者とのトラブルが多い 1 　

(4)虐待事例の概要(課題分析)
　　虐待事案を項目別に課題分析を行ったもの
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権利擁護対策について(全国)
○成年後見制度各事類型における利用者数はいずれも、増加傾向にある。

○平成30年12月末時点の利用者については成年後見77.7%、保佐16.4%、補助4.6%、任意後見1.2%となってい
る。（資料：最高裁判所事務総局家庭局　各年12月末時点で計上）
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　 　 平成25（2013）年 平成26（2014）年 平成27（2015）年 平成28（2016）年 平成29（2017）年 平成30（2018）年 　

　 任意後見 1,999 2,119 2,245 2,461 2,516 2,611 　

　 補助 8,013 8,341 8,754 9,234 9,593 10,064 　

　 保佐 22,891 25,189 27,655 30,549 32,970 35,884 　

　 成年後見 143,661 149,021 152,681 161,307 165,211 169,583 　

　 計 176,564 184,670 191,335 203,551 210,290 218,142 　
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　 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

高齢者 26 28 54 25

知的 2 2 2 0

精神 3 2 1 1

合計 31 32 57 26

○市長申立件数(宮崎市)

権利擁護対策について(宮崎市)

○日常生活自立支援事業(宮崎市)
　 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

高齢者 8 7 4 4

知的 29 26 28 26

精神 40 45 46 46

その他 4 2 2 2

合計 81 80 80 78 13

単位(人)

単位(人)



○専門職後見人内訳

権利擁護対策について(宮崎市)

○中核機関設置について

申立年度 H26 H27 H28 H29 H30

申立件数 29件 26件 28件 54件 25件

社会福祉士 9件 9件 10件 27件 11件

司法書士 1件 4件 1件 7件 4件

弁護士 　 　 　 9件 4件

行政書士 　 　 　 4件 1件

法人 19件 13件 17件 7件 4件

(内　社協) （13件） （13件） （17件） （6件） （4件）

家裁審査中 　 　 　 7件 1件※
※家裁審査中死亡

・高齢者虐待疑い等の困難
ケースが増加。

・弁護士等の法の専門家の受
任が増加。

住民に対する権利擁護支援体制の一環として、成年後見等の申立て支援、関係
機関からの相談対応、地域連携ネットワーク運営、普及啓発及び後見人サポート
等を目的として中核機関の設置を予定している。
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「高齢者虐待防止法（平成十七年十一月九日法律第百二十四号）」

根拠法令（目的） 

「虐待を受けた高齢者の支援」

国や地方公共団体の責務を定めるほか、

支援を目的とした法律で、虐待者を罰する規定ではない。

「高齢者の養護者の支援」　　の二本立て。

15

（目的）

第一条　この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対す　　　　

　る虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高　　

　齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する

　養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養

　護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。



根拠法令（早期発見・通報） 　

（高齢者虐待の早期発見等）

第五条　養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体および養介護施設従事者

　等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場　

　にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

２　前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受け

　た高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

高齢者虐待防止法

虐待の発見は「努力義務」 

虐待の通報は「義務」および「努力義務」

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）

第七条　養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命または身体に重大な

　危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

２　前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかにこれを市

　町村に通報するよう努めなければならない。
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高齢者虐待を防止するために 

●通報・連絡・相談が第一歩

　皆さんが接している利用者さんの身体の状態や言動で、おかしい点や虐待が疑われる場合は速やかに介護保
険課または、最寄の包括支援センターまでご連絡ください。なお、通報者に関する情報については漏らしてはなら
ないことになっています。

ヘルパー 医療機関 ケアマネ 自治会 民生
委員

家族
近隣
住民

行政
地域包括支援センター

警察 弁護士

社会福祉士医療機関
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地域包括支援センター　一覧
センター名 電話番号

大塚地区 ６５－８１８１

大淀地区 ５５－１０１０

赤江地区 ６３－５３１０

本郷地区 ７２－６００１

木花・青島地区 ６３－８１１１

佐土原地区 ４８－７００７

田野地区 ８６－５１１５

高岡地区 ３０－９４２６

清武地区 ５５－６３３０

住所

大塚町乱橋４５５０番地２

花山手東３丁目２５番地２　宮崎市総合福祉保健センター内

恒久３丁目３０番地２４

本郷南方４０６１番地　Aコープ赤江南店敷地内

学園木花台桜２丁目２８番地４

佐土原町下田島２０６６０番地３

田野町甲２８１８番地　宮崎市田野総合支所内

高岡町内山２８８７番地　宮崎市高岡総合支所内

清武町西新町１番地１　宮崎市清武総合支所内

センター名 電話番号

小戸・橘地区 ２９－５０７３

中央東・檍北地区 ６０－０８２８

中央西地区 ６４－８５９７

檍南地区 ２３－０００１

東大宮地区 ２２－０８０８

大宮地区 ６１－１７８９

住吉地区 ６５－８０８０

北地区 ３６－０９０２

大塚台・生目台地区 ６２－３６７１

生目・小松台地区 ６２－３８５５

住所

松山２丁目２番４２号　如月おおぞら別館１階

新別府町久保田６８３番地１

祇園１丁目５０番地　宮崎市心身障がい者福祉会館２階

吉村町大町甲１９２２番地１

大島町本村２０２番地２

神宮東１丁目２番２７号　宮崎市北部老人福祉センター内

大字島之内７３９５番地１　はまゆうビル１０５号

大字瓜生野２２８６番地１

大塚台西２丁目１８番地１　大塚台地域事務所内

大字浮田３１２１番地１　児玉ビル１階３号
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宮崎市政出前講座

　宮崎市政出前講座とは、、出前講座メニュー表の中から、市民の皆さんのリクエストに応じて、市役所
職員が皆さんのところに伺いお話しする事業です。

【対象者】

　　★原則、宮崎市内に在住、在勤または在学する概ね１０人以上で構成された団体・

　　　グループ等です。

【開催日時及び会場】

　　★原則として平日の午前９時から午後９時までのうち、２時間以内とします。

　　★開催場所は、市内に限ります。

　　★講師料は無料ですが、会場使用料や講座に必要な材料費等は、申込者負担となります。

【実施日１ヶ月半前】
講座名や参加人数等を
各講座担当課に連絡。

【実施日１ヶ月前】
申込書を作成し、各講座
担当課に提出

【講座実施日】
職員が会場へ訪問し、
講座を実施。

【実施後すみやかに】
報告書を作成し、各講座
担当課に提出。　

【掲載先】
　宮崎市ホームページ
　　　トップページ　⇒　教育　⇒　生涯学習　⇒　人にやさしい宮崎市政出前講座
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